
令和３年５月27日 

 

東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 

株式会社サンセイランディック 

代表取締役社長 松﨑隆司 

 

連結子会社との合併（簡易合併）に係る事前備置書類 
 

 

 当社（以下「甲」といいます。）は、令和３年７月１日を効力発生日として連結子会社で

あります株式会社One'ｓ Lifeホーム（以下「乙」といいます。）と吸収合併（以下「本合

併」といいます。）を行い、乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することといた

しましたので、会社法第794条第１項に基づき、同条同項及び会社法施行規則第191条に規

定される事項を記載した書面を作成し、備え置きます。 

 

１．吸収合併契約の内容 

合併契約書の内容は、別紙１に記載のとおりです。 

 

２．会社法施行規則第191条第１号に規定される事項（合併対価相当性） 

 甲は、本書日付において、乙の発行済株式全部を保有しているため、会社法第749条

第１項第２号及び第３号に規定される対価の交付、割当を行わず、また、本合併によ

り甲の資本金及び資本準備金の額は増加しません。 

 

３．会社法施行規則第191条第２号に規定される事項（新株予約権の定めの相当性） 

 乙は、新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。 

 

４．会社法施行規則第191条第３号に規定される事項（吸収合併消滅会社の計算書類等） 

(1) 同号イに規定される事項 
 乙の最終事業年度（令和２年１月１日～令和２年12月31日）に係る計算書類等は

別紙２のとおりです。 

(2) 同号ロに規定される事項 
 乙は、令和３年１月１日以降、臨時計算書類等を作成しておりませんので、該当

事項はありません。 

(3) 同号ハに規定される事項 
 乙は、令和３年６月30日をもって、甲より730百万円の債権の放棄を受けます。 

 

５．会社法施行規則第191条第５号に規定される事項 

甲において、令和３年１月１日以降、重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

会社の財産の状況に重要な影響を与える事象は発生しておりません。 

 

６．会社法施行規則第191条第６号に規定される事項（債務の履行見込み） 

甲及び甲が承継する乙の資産及び負債の状況は、以下のとおりであります。 

令和２年12月31日現在 

（単位：百万円） 

 資産 負債 純資産 

甲：㈱ｻﾝｾｲﾗﾝﾃﾞｨｯｸ （連結）20,070 （連結）10,004 （連結）10,066 



乙：㈱One'ｓ Lifeホーム （単体）251 （単体）827 （単体）△576 

 

乙は、令和３年６月30日をもって、甲から730百万円の債権の放棄を受けることに

より、効力発生日には債務超過が解消されることになります。また、効力発生日以後

の甲の収益状況及びキャッシュフローの状況に関し、甲の債務の履行に支障を及ぼす

事象の発生及びその可能性は、現在のところ認識されておりません。 

以上により、効力発生日以後における甲の債務につき、履行の見込みがあるものと

判断いたします。 

 

以上 



別紙１
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